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Ⅰ  柏市第二次行政経営方針について  

 

 柏 市 で は ，「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」（ 平 成 28 年 度 ～ ） に お い て ，「 未

来 へ つ づ く 先 進 住 環 境 都 市 ・ 柏 ～ 笑 顔 と 元 気 が 輪 と な り 広 が る 交 流 拠

点 ～ 」 を 将 来 都 市 像 と し て 位 置 付 け ， 目 指 す ま ち づ く り を 実 現 す る た

め の 施 策 等 を 明 ら か に し ， 市 政 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 進 め る こ と と し

て い ま す 。  

 暫 く の 間 ， 人 口 増 加 が 見 込 ま れ て い ま す が ， そ の 後 は ， 本 格 的 な 少

子 高 齢 化 と 人 口 減 少 社 会 を 迎 え る こ と が 見 込 ま れ ま す 。  

 ま た ，平 成 26 年 度 決 算 で は ，市 税 収 入 が ２ 年 連 続 で 前 年 度 と 比 べ 増

収 と な っ た も の の ， 今 後 ， 法 人 市 民 税 の 一 部 国 税 化 や 普 通 交 付 税 の 合

併 算 定 替 の 終 了 に 伴 う 減 収 影 響 が 続 く と と も に ， 社 会 保 障 関 係 経 費 の

増 加 や 計 画 的 に 進 め て き た 施 設 整 備 等 の 財 政 需 要 な ど か ら ， 収 支 不 足

が 見 込 ま れ ま す 。  

 こ の ほ か ， 地 方 分 権 改 革 等 の 取 組 に よ り ， 国 や 県 か ら 権 限 移 譲 が 進

め ら れ る な ど ， 地 域 に お け る 市 の 役 割 が 増 加 し て い く も の と 思 わ れ ま

す 。  

 こ の よ う な 厳 し い 状 況 の 中 ，こ れ ま で の 行 政 経 営 の あ り 方 を 見 直 し ，

持 続 可 能 な 行 政 経 営 を 確 立 す る こ と が 重 要 で あ る こ と か ら ，「 柏 市 第 二

次 行 政 経 営 方 針 」 を 策 定 し ま し た 。  

 「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」 で は ， 持 続 可 能 な 行 政 経 営 を 確 立 す る

と と も に ， 将 来 の 大 き な 課 題 と な る 公 共 施 設 等 の 最 適 化 を 図 る こ と を

目 標 と し ， マ ネ ジ メ ン ト サ イ ク ル の 活 用 や 歳 入 の 確 保 の 強 化 ， 公 共 施

設 等 マ ネ ジ メ ン ト の 推 進 な ど の 取 組 を 実 施 し ま す 。  

 計 画 の 実 施 に 当 た っ て は ，「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」の 実 施 計 画 で

あ る 「 ア ク シ ョ ン プ ラ ン 」 に 個 別 の 取 組 を 位 置 付 け ， マ ネ ジ メ ン ト サ

イ ク ル を 活 用 し て 実 効 性 を 確 保 し ま す 。  
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Ⅱ  現状と見通し  

１  人 口 見 通 し  

(1) 総 人 口  

 本 市 の 総 人 口 は ，2025 年 の  419,060 人 を ピ ー ク に 本 格 的 な 減 少

局 面 入 る こ と が 見 込 ま れ て い ま す 。2 035 年 に は 412,262 人 と ほ ぼ

現 在 と 同 水 準 に な り ， 2045 年 に は 4 0 万 人 を 割 り 込 み ， 2070 年 に

は 356,703 人 ，2100 年 に は 30 万 人 を 割 り 込 ん で い る 見 通 し で す 。   

 

図 表 １  将 来 推 計 人 口  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) コ ミ ュ ニ テ ィ エ リ ア 別  

 コ ミ ュ ニ テ ィ エ リ ア 別 で は ， 2010 年 か ら 2025 年 に か け て ， 全

体 の 半 数 に 当 た る 10 地 域 で 人 口 が 減 少 す る 見 込 み で す 。  

 ま た ， 子 育 て 世 代 の 流 入 が 多 く 見 込 ま れ る 地 域 が あ る 一 方 ， 高

齢 化 が 既 に 進 展 し て い た り ， 今 後 急 速 に 進 展 が 見 込 ま れ る 地 域 が

市 の 多 く を 占 め る よ う に な る と 推 測 さ れ ま す 。  

 

（人 ）  
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図 表 ２  地 域 別 人 口 の 推 移  

(2010 年 は 住 民 基 本 台 帳 に よ る 実 績 値 ， 2025 年 は 推 計 値 ) 

2010-2025
増減率
（％）

年少人口比率
（％）

年少人口比率
（％）

老年人口比率
（％）

老年人口比率
（％）

西原 17,139 15,724 ▲ 8.3 2,364 13.5 1,437 9.1 2,677 22.8 5,379 34.2

田中 37,081 58,984 59.1 5,547 15.0 10,988 18.6 5,983 16.1 11,205 19.0

富勢 25,054 21,098 ▲ 15.8 3,069 12.3 1,740 8.3 5,280 21.1 7,121 33.8

松葉 12,191 10,123 ▲ 17.0 1,315 10.8 870 8.6 2,558 21.0 4,602 45.5

高田・松ヶ崎 17,930 19,724 10.0 2,845 15.9 2,485 12.6 2,943 16.4 4,920 24.9

豊四季台 28,834 31,898 10.6 3,319 11.5 3,647 11.4 6,569 22.8 8,710 27.3

新富 20,536 23,736 15.6 3,293 16.0 3,100 13.1 3,270 15.9 4,936 20.8

旭町 11,625 14,045 20.8 1,658 14.3 1,683 12.0 1,688 14.5 2,621 18.7

柏中央 24,601 28,037 14.0 3,284 13.4 3,080 11.0 3,982 16.2 6,461 23.0

富里 19,459 20,042 3.0 2,859 14.7 2,258 11.3 3,142 16.2 4,561 22.8

新田原 13,963 13,874 ▲ 0.6 1,623 11.6 1,730 12.5 3,278 23.5 3,913 28.2

永楽台 11,496 11,849 3.1 1,546 13.5 1,343 11.3 2,660 23.1 3,185 26.9

光ヶ丘 32,629 31,706 ▲ 2.8 4,442 13.6 3,564 11.2 7,124 21.8 8,969 28.3

増尾 22,186 19,618 ▲ 11.6 2,926 13.2 2,172 11.1 5,054 22.8 6,683 34.1

風早北部 24,695 24,229 ▲ 1.9 3,711 15.0 2,808 11.6 4,734 19.2 7,141 29.5

酒井根 12,251 12,665 3.4 1,763 14.4 1,615 12.8 2,867 23.4 3,603 28.5

南部 23,177 22,427 ▲ 3.2 3,281 14.2 2,321 10.4 4,926 21.3 6,726 30.0

藤心 14,564 13,571 ▲ 6.8 1,896 13.0 1,259 9.3 3,420 23.5 4,379 32.3

風早南部 21,774 23,363 7.3 3,581 16.5 3,047 13.0 3,664 16.8 5,664 24.3

手賀 4,734 3,949 ▲ 16.6 407 8.6 304 7.7 1,175 24.8 1,526 38.7

地域
2010年
人口
（人）

2025年
人口
（人）

2010年
65歳以上人口

（人）

2025年
65歳以上人口

（人）

2010年
14歳以下人口

（人）

2025年
14歳以下人口

（人）

 

 

２  財 政 状 況  

(1) 市 税 収 入  

 景 気 の 回 復 基 調 と 人 口 増 加 な ど に よ り ，平 成 25 年 度 か ら 2 年 連

続 で 増 加 し て い ま す が ， 今 後 ， 横 ば い ・ 微 増 が 見 込 ま れ ま す 。  

 

(2) 社 会 保 障 費  

 急 速 な 高 齢 化 を 背 景 と し た 医 療 費 や 介 護 給 付 費 ， 生 活 保 護 費 等

の ほ か ， 子 育 て 支 援 の 充 実 に 伴 う 増 加 が 見 込 ま れ ま す 。  

 

図 表 ３  市 税 と 社 会 保 障 費 （ 一 般 財 源 ） の 推 移  

 

（億 円 ）  
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(3) 職 員 人 件 費  

 給 与 制 度 の 見 直 し や 職 員 の 新 陳 代 謝 ， 退 職 者 数 の 減 少 な ど に よ

り ， 職 員 人 件 費 は 減 少 す る こ と が 見 込 ま れ ま す 。  

 

図 表 ４  職 員 人 件 費 の 推 移  

 
 

(4) 公 共 施 設 の 老 朽 化  

 人 口 急 増 期 に 整 備 さ れ た 道 路 ， 上 下 水 道 等 の イ ン フ ラ や 公 共 施

設 の 老 朽 化 が 進 行 し ， 今 後 ， 維 持 費 や 更 新 費 の 増 大 が 見 込 ま れ ま

す 。  

 

図 表 ５  市 有 建 築 物 の 年 度 別 建 築 数  

 

（億 円 ）  
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３  地 方 行 財 政 改 革 の 動 向  

 国 は ，「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2015」 を 策 定 し ， 経 済 再

生 と 財 政 健 全 化 を 共 に 達 成 し つ つ ， 中 長 期 的 に 持 続 す る 成 長 メ カ ニ

ズ ム の 構 築 を 目 指 す こ と と し て い ま す 。平 成 28 年 度 は 国 の 財 政 健 全

化 に 向 け た 「 経 済 ・ 財 政 再 生 計 画 」 の 初 年 度 に 当 た る こ と か ら ， 地

方 公 共 団 体 も 国 と 基 調 を 合 わ せ て 歳 出 の 重 点 化 と 効 率 化 に 取 組 こ と

に し て お り ，地 方 財 政 健 全 化 も 重 要 な 課 題 と 位 置 付 け ら れ て い ま す 。 

 地 方 公 共 団 体 は ， 人 口 減 少 ・ 高 齢 化 の 進 行 ， 行 政 需 要 の 多 様 化 な

ど 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 一 層 適 切 に 対 応 す る こ と が 求 め ら れ て い ま

す 。 厳 し い 財 政 状 況 下 に お い て も ， 引 き 続 き 質 の 高 い 公 共 サ ー ビ ス

を 効 率 的 ・ 効 果 的 に 提 供 す る た め に は ， 更 な る 業 務 改 革 の 推 進 が 必

要 と さ れ て い ま す 。  

 ま た ， 地 方 の 頑 張 り を 引 き 出 す 地 方 財 政 制 度 改 革 と し て ， 地 方 公

共 団 体 間 で の 行 政 コ ス ト 比 較 を 通 じ て 行 政 効 率 を 見 え る 化 し ， 行 財

政 改 革 を 促 す と と も に ， 先 進 的 な 地 方 公 共 団 体 が 達 成 し た 経 費 水 準

の 内 容 を ， 地 方 交 付 税 の 単 位 費 用 の 積 算 に 反 映 す る な ど ， 地 方 公 共

団 体 全 体 の 取 組 を 加 速 す る と し て い ま す 。  

 

図 表 ６  地 方 行 政 サ ー ビ ス 改 革 の 推 進 に 関 す る 留 意 事 項  

（ 総 務 省 助 言 通 知  平 成 27 年 8 月 28 日 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出 典 ： 総 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ ）  
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Ⅲ  行政経営の推進  

柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針  

(1) 計 画 の 位 置 付 け ／ 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 と の 関 連  

 市 政 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 進 め る た め の 指 針 で あ り 最 上 位 の 計

画 で あ る「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」に は ，「 こ ど も 未 来 」を は じ め と

し た 6 つ の 分 野 を 位 置 付 け ，こ れ ら の 分 野 を 下 支 え す る た め に「 マ

ネ ジ メ ン ト 」 分 野 を 位 置 付 け て い ま す 。「 マ ネ ジ メ ン ト 」 分 野 は ，

持 続 可 能 な 行 政 経 営 を 確 立 す る と と も に ， 将 来 の 大 き な 課 題 と な

る 公 共 施 設 等 の 最 適 化 を 図 る こ と を ， 分 野 の 目 指 す べ き 方 向 と し

て い ま す 。  

 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 の 分 野 別 施 策 体 系 「 マ ネ ジ メ ン ト 」 に

位 置 付 け た 取 組 等 を ， 具 体 に 実 施 す る た め の 計 画 と し て 「 柏 市 第

二 次 行 政 経 営 方 針 」 を 策 定 し ま し た 。  

 

図 表 ７  「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 の 全 体 像  

 

 

 

 

 

 

 

柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針  
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(2) 目 指 す べ き 方 向 性  

 

 

 

① 持 続 可 能 な 行 政 経 営 を 確 立 ・ 運 用 す る  

 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 で 位 置 付 け る 将 来 都 市 像 (※ )や 基 本 的

な 目 標 （ 重 点 目 標 ） の 達 成 の 裏 付 け と し て ， 厳 し い 財 政 見 通 し の

中 で ，必 要 な 財 源 が 継 続 的 に 確 保 で き る 仕 組 み づ く り を 進 め ま す 。 

 ※ 将 来 都 市 像  

未 来 へ つ づ く 先 進 住 環 境 都 市 ・ 柏  

～ 笑 顔 と 元 気 が 輪 と な り 広 が る 交 流 拠 点 ～  

 

② 公 共 施 設 等 の 最 適 化 を 図 る  

 人 口 急 増 期 に 多 数 整 備 し た 公 共 施 設 等 に つ い て は ， 財 政 負 担 の

抑 制 及 び 平 準 化 の 観 点 か ら 適 切 か つ 計 画 的 に 対 応 し ま す 。そ の 際 ，

単 な る 維 持 や 更 新 で は な く ， 今 後 の 人 口 動 態 や 社 会 情 勢 の 変 化 等

か ら ， 必 要 な 施 設 等 の 種 類 ・ 規 模 ・ 立 地 等 が 大 き く 変 わ る こ と を

考 慮 し ， 統 廃 合 や 再 配 置 だ け で な く ， 出 張 所 の 統 廃 合 も 視 野 に 入

れ た 支 所 の 設 置 等 ， 公 共 サ ー ビ ス の あ り 方 も 含 め た 最 適 化 を 重 視

し て 進 め ま す 。  

 

(3) 計 画 期 間  

平 成 28 年 度 か ら 平 成 32 年 度 ま で （ 5 年 間 ）   

 

(4) 計 画 体 系  

 「 (2)目 指 す べ き 方 向 性 」 を 踏 ま え ，「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 に

掲 げ る 将 来 都 市 像 や 基 本 的 な 目 標 （ 重 点 目 標 ） の 達 成 に 向 け た 実

現 手 段 と し て ，「 図 表 ９ 「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」 計 画 体 系 ② 」

に 位 置 付 け た 施 策 ， 取 組 ， 事 業 を 実 施 し ま す 。  

 

 図 表 ８  「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」 計 画 体 系 ①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 持 続 可 能 な 行 政 経 営 を 確 立 ・ 運 用 す る  

② 公 共 施 設 等 の 最 適 化 を 図 る  

重 点 目 標  

施 策  

取 組  

事 業  

「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 で 掲 げ る 重

点 目 標 を 達 成 す る た め の 実 現 手 段  

「 施 策 」 の 具 体 的 な 実 現 手 段  

「 取 組 」 の 具 体 的 な 実 現 手 段  
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 図 表 ９  「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」 計 画 体 系 ②  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※     … ｢柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」に お い て ，特 に 優 先 し て 重 点 的  

      に 取 組 む こ と と し て 位 置 付 け た 施 策 ， 取 組 及 び 事 業  

施

策  

Ｂ  

施

策  

Ａ  
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Ⅳ  施策と取組内容  

施 策 Ａ 「 持 続 可 能 な 行 政 経 営 の 実 現 」  

１  施 策 の 現 状 ・ 課 題  

 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 に 掲 げ る 将 来 都 市 像 を 実 現 し ， 重 点 目 標

を 達 成 す る た め に は ， 重 点 施 策 を は じ め と す る 各 施 策 を 着 実 に 実 施

す る 必 要 が あ り ま す が ， 実 施 に は 財 源 が 必 要 と な り ま す 。  

 し か し ， 市 税 収 入 の 伸 び が 見 込 め な い 一 方 で ， 社 会 保 障 関 係 経 費

の 大 幅 な 増 加 や 公 共 施 設 等 の 老 朽 化 対 策 な ど ， 多 額 の 財 政 需 要 が 見

込 ま れ ， 現 状 の ま ま で は 経 常 収 支 比 率 が 悪 化 す る な ど ， 厳 し い 財 政

状 況 が 続 く も の と 見 込 ま れ ま す 。  

 

２  施 策 の 実 現 に よ っ て 目 指 す 市 の 姿  

 歳 入 増 加 や 歳 出 抑 制 に 向 け た 取 組 な ど に よ っ て ， 健 全 な 財 政 が 確

保 で き て い ま す 。 ま た ， 目 標 を 達 成 す る た め の 組 織 体 制 が 構 築 さ れ

て い て ， 市 民 と 情 報 共 有 を 図 り な が ら 取 組 を 進 め て い ま す 。 こ れ ら

の 取 組 に よ っ て ， 経 常 収 支 比 率 等 の 財 政 指 標 が ， 健 全 財 政 確 保 の た

め の 基 準 値 以 下 と な っ て い る な ど ， 持 続 可 能 な 行 政 経 営 が 実 現 さ れ

て い ま す 。  

 

３  施 策 実 現 の た め の 取 組  

(1) マ ネ ジ メ ン ト サ イ ク ル （ PD CA） の 活 用  

 少 子 高 齢 化 に 伴 い 財 政 状 況 が 厳 し さ を 増 す こ と が 見 込 ま れ る 中 ，

限 り あ る 経 営 資 源 を 最 適 に 配 分 す る た め ， 優 先 順 位 な ど 経 営 資 源

の 配 分 方 針 を 明 ら か に し た 総 合 計 画 を 基 点 に ， 実 効 性 ・ 効 率 性 の

高 い 市 政 運 営 を 持 続 的 に 展 開 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 財 源 や 人 的 資 源 等 の 限 り あ る 経 営 資 源 を 無 駄 な く 最 適 に 配 分 し ，

実 効 性・効 率 性 の 高 い 市 政 運 営 を 行 う た め ，「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」

に 即 し て 資 源 配 分（ Ｐ ）し ，各 部 門 が 着 実 に 取 組 を 行 い（ Ｄ ），そ

の 結 果 ，進 捗 状 況 等 を 管 理 し（ Ｃ ），そ の 状 況 に 応 じ て 配 分 を 見 直

す （ Ａ ） と い う Ｐ Ｄ Ｃ Ａ マ ネ ジ メ ン ト サ イ ク ル を 機 能 さ せ ま す 。  

【 事 業 】  

① 行 政 評 価 の 実 施  

・ 施 策 評 価 を 実 施 し ま す 。 事 務 事 業 評 価 に つ い て は 内 部 評 価

を 実 施 す る と と も に ，見 直 し 内 容 を 次 年 度 予 算 に 反 映 し ま す 。 

② わ か り や す い 行 財 政 情 報 の 提 供  

・ 引 き 続 き 「 わ か り や す い 予 算 」 や 「 ど う な っ て い る の 柏 市

の 財 政 」 な ど を 発 行 し ま す 。  

 

(2) 歳 入 確 保 の 強 化  

 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 に 掲 げ た 施 策 の 財 源 を 確 保 す る た め ，

企 業 誘 致 や 区 画 整 理 事 業 の 進 行 等 に よ る 法 人 市 民 税 ・ 固 定 資 産 税
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の 増 加 な ど ， 課 税 ベ ー ス の 拡 大 等 に 向 け た 取 組 を 実 施 し ま す 。 こ

の ほ か ， 収 納 対 策 の 強 化 や 受 益 者 負 担 の 適 正 化 に 向 け た 取 組 を 推

進 し ま す 。  

【 事 業 】  

① 税 収 確 保 に 向 け た 取 組 の 推 進  

・ 企 業 誘 致 ， 農 業 振 興 ， 観 光 等 の 取 組 の ほ か ， 区 画 整 理 事 業

等 の 都 市 基 盤 整 備 等 に よ る 昼 間 人 口 の 増 加 に 取 り 組 み ， 法 人

市 民 税 や 地 方 消 費 税 交 付 金 な ど の 歳 入 を 増 や し ま す 。  

・ 市 内 業 者 が 受 注 可 能 な 案 件 に つ い て は ， バ ラ ン ス 等 を 考 慮

し た 上 で 受 注 機 会 の 増 大 に 配 慮 す る こ と に よ り ， 市 内 業 者 の

育 成 に 努 め ま す 。  

② 未 収 債 権 対 策 の 強 化  

・市 税 ，保 険 料 な ど の 公 債 権 や 住 宅 使 用 料 な ど の 私 債 権 な ど ，

債 権 全 般 に わ た る 収 納 対 策 を 実 施 し ま す 。  

③ 受 益 者 負 担 の 適 正 化  

・「 受 益 者 負 担 の 適 正 化 基 準 」に 位 置 付 け た 基 準 に 達 し て い な

い 使 用 料 ・ 手 数 料 等 は ， 早 期 に 見 直 し を 行 い ま す 。  

④ 市 有 財 産 の 有 効 活 用  

・ 売 却 可 能 な 財 産 は 売 却 す る ほ か ， 貸 付 等 が 可 能 な 財 産 は 有

償 貸 付 け を 行 い ま す 。  

・ 公 共 施 設 等 を 活 用 し た 命 名 権 事 業 （ ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ） の

対 象 を 拡 大 し ま す 。  

○ そ の 他  

・ 広 報 紙 や パ ン フ レ ッ ト ， ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 活 用 し た 広 告 事

業 の 対 象 を 拡 大 し ま す 。  

 

(3) 歳 出 抑 制 の 推 進  

 歳 出 の 伸 び を 抑 制 し ，「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」に 掲 げ た 施 策 の 財

源 を 確 保 す る た め ， 事 務 事 業 評 価 を 活 用 し た 事 業 の 見 直 し を 進 め

る ほ か ，補 助 金 の 適 正 化 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ い た 補 助 金 の 見 直 し ，

社 会 保 障 給 付 を 抑 制 す る 取 組 等 に よ る 社 会 保 障 費 の 見 直 し ， 特 別

会 計 に 対 す る 基 準 外 繰 出 金 の 抑 制 ， 債 務 残 高 縮 減 に よ る 公 債 費 抑

制 な ど ， 歳 出 抑 制 に 向 け た 取 組 を 実 施 し ま す 。  

【 事 業 】  

① 職 員 定 数 ・ 人 件 費 の 適 正 化  

・ 事 業 の 外 部 化 等 を 推 進 し ， 重 要 度 や 優 先 度 が 高 い 業 務 に 職

員 を 配 置 し ま す 。  

・ 行 政 職 給 料 表 (二 )適 用 職 員 （ 技 能 労 務 職 等 ） の 退 職 者 不 補

充 （ 任 期 付 き 職 員 は 除 く 。） を 継 続 し て 実 施 し ま す 。  

・ 職 員 手 当 の 見 直 し を 行 い ま す 。  

② 公 債 費 の 抑 制  

・ 元 金 償 還 の 据 置 期 間 の 短 縮 に 取 り 組 み ， 利 子 負 担 額 を 軽 減



 11 

し ま す 。  

③ 社 会 保 障 費 の 見 直 し  

・ 市 単 独 事 業 （ 国 の 制 度 に 基 づ か な い 事 業 ） の 見 直 し を 行 い

ま す 。  

・ フ レ イ ル (※ )予 防 や 学 習 支 援 な ど ， 自 立 支 援 に 向 け た 取 組

を 実 施 し ， 社 会 保 障 給 付 費 の 増 加 を 抑 制 し ま す 。  

※ フ レ イ ル と は 筋 力 や 心 身 機 能 等 が 低 下 し た 状 態  

④ 特 別 会 計 繰 出 金 の 抑 制  

・ 国 の 定 め る 繰 出 基 準 に 基 づ か な い 特 別 会 計 繰 出 金 を 抑 制 し

ま す 。  

⑤ 補 助 金 の 見 直 し  

・「 補 助 金 の 適 正 化 ガ イ ド ラ イ ン 」に 基 づ い た 補 助 金 の 見 直 し

や 点 検 を 実 施 し ま す 。  

 

(4) 民 間 活 力 の 導 入  

 事 業 を 実 施 す る に 当 た り ， 民 間 事 業 者 の 専 門 性 を 活 用 し サ ー ビ

ス の 向 上 を 図 る と と も に ， 事 業 の 効 率 化 を 図 り 費 用 を 縮 減 す る 必

要 が あ り ま す 。  

 こ の た め ， 市 が 実 施 す る 事 業 に つ い て は ， 委 託 や 指 定 管 理 者 制

度 の 活 用 に よ る 有 効 性 が 確 認 で き る 場 合 は ， 事 業 の 外 部 化 を 進 め

ま す 。  

 ま た ， 民 間 事 業 者 が 実 施 主 体 と な っ て サ ー ビ ス の 提 供 が で き る

事 業 に つ い て は ， 民 営 化 を 進 め ま す 。  

【 事 業 】  

① 指 定 管 理 者 制 度 や 民 間 委 託 の 推 進  

・ 窓 口 業 務 や 内 部 事 務 の 外 部 化 を 進 め ま す 。  

・ 直 営 で 運 営 し て い る 公 の 施 設 は ， 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 を

検 討 し ま す 。  

② 民 営 化 の 推 進  

・ 市 の 事 業 で ， 民 間 事 業 者 が 同 等 の サ ー ビ ス を 提 供 し て い る

事 業 又 は 提 供 が 可 能 な 事 業 は ， 民 営 化 を 検 討 し ま す 。  

 

(5) Ｉ Ｃ Ｔ 利 活 用 に よ る 効 率 化 ・ サ ー ビ ス 向 上  

 急 速 に 進 む 高 齢 化 等 の 社 会 的 課 題 ， 地 域 課 題 解 決 の た め ， Ｉ Ｃ

Ｔ は 有 効 な ツ ー ル と し て 期 待 さ れ て い ま す 。  

 ま た ， Ｉ Ｃ Ｔ 技 術 進 歩 に 伴 い 市 民 の 情 報 入 手 方 法 も 変 化 し て い

く こ と か ら ， 時 代 に 合 っ た 情 報 提 供 方 法 を 常 に 検 討 す る 必 要 が あ

る ほ か ， 行 政 事 務 に お け る コ ス ト 削 減 は 急 務 と な っ て お り ， シ ス

テ ム 化 に よ る 人 件 費 の 削 減 だ け で な く ， 既 存 シ ス テ ム の 評 価 ・ 刷

新 ，全 庁 的 な シ ス テ ム 最 適 化 を 同 時 に 推 し 進 め る 必 要 が あ り ま す 。 

 こ の ほ か ， 近 年 ， 官 公 庁 等 を 狙 っ た サ イ バ ー 攻 撃 が 急 増 し て お

り ， 市 民 が 安 心 し て 安 定 的 に サ ー ビ ス が 利 用 で き る よ う ， 一 層 の
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対 策 が 求 め ら れ て い ま す 。  

 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 と ， 業 務 効 率 化 を 推 進 す る た め ， 市 民 満 足

度 向 上 を 目 指 し た 情 報 化 の 推 進 ， 情 報 化 の 進 展 に 合 わ せ た 情 報 提

供 方 法 の 見 直 し ， 情 報 シ ス テ ム 再 構 築 に よ る 経 費 削 減 ， 情 報 セ キ

ュ リ テ ィ 強 化 等 の 取 組 を 実 施 し ま す 。  

【 事 業 】  

① 行 政 サ ー ビ ス の 電 子 化 の 推 進  

・ 住 民 票 等 の コ ン ビ ニ 交 付 を 実 施 し ま す 。  

・ 所 有 デ ー タ の 暗 号 化 や シ ス テ ム へ の ア ク セ ス ロ グ の 管 理 な

ど ，「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー 」に 基 づ い た セ キ ュ リ テ ィ 対

策 を 実 施 し ま す 。  

② 業 務 の シ ス テ ム 化 推 進  

・ 公 文 書 管 理 な ど ， 庶 務 事 務 の シ ス テ ム 化 を 実 施 し ま す 。  

 

(6) 職 員 の 能 力 向 上  

 将 来 に わ た っ て ，行 政 サ ー ビ ス の 水 準 を 維 持 し て い く た め に は ，

職 員 の 資 質 ・ 能 力 の 向 上 が 不 可 欠 で す 。  

 ま た ， 広 範 化 ・ 多 様 化 す る 住 民 ニ ー ズ に 対 応 で き る 知 識 や 能 力

を 身 に つ け る 必 要 が あ り ま す 。  

 限 ら れ た 職 員 で ， 変 化 し て い く 社 会 情 勢 に 的 確 に 対 応 で き る よ

う ， 職 員 の 能 力 向 上 を 図 り ま す 。  

【 事 業 】  

① 研 修 等 を 通 じ た 人 材 育 成  

・ 全 職 員 が そ れ ぞ れ の 役 割 を 果 た し ， 成 果 を 出 し て い け る よ

う ， 職 責 に 応 じ た 能 力 を 修 得 す る た め の 研 修 を 実 施 し ま す 。  

・ 高 度 化 ・ 複 雑 化 す る 行 政 ニ ー ズ に 的 確 に 対 応 す る た め ， 業

務 の 特 性 に 応 じ た 実 践 的 な 研 修 を 実 施 し ま す 。  

・ 職 員 一 人 ひ と り の 能 力 を 最 大 限 活 用 で き る よ う ， 将 来 を 見

据 え た 計 画 的 な ジ ョ ブ ロ ー テ ー シ ョ ン を 行 い ま す 。  

・ 行 政 の 専 門 化 ・ 高 度 化 に 対 応 し て い く た め ， 特 に 中 堅 層 以

上 を 対 象 に ， 本 人 の 資 質 や 意 向 を 踏 ま え つ つ ， 特 定 の 分 野 に

お け る 経 験 を 重 点 的 に 積 ま せ る こ と に よ り ， 当 該 分 野 に 精 通

し た ， 中 核 と な る 職 員 の 育 成 を 図 り ま す 。  

・ 変 化 し て い く 社 会 情 勢 等 に 柔 軟 に 対 応 で き る よ う ， 組 織 に

お け る 人 材 の 多 様 性 を 確 保 す る た め ， 女 性 職 員 の 管 理 職 登 用

を 進 め ま す 。  

 

(7) 組 織 体 制 の 最 適 化  

 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 で 位 置 付 け た 各 施 策 や 重 点 事 業 の 目 標

（ 成 果 ） を 効 率 的 ・ 効 果 的 に 実 施 し ， 確 実 に 達 成 す る た め ， 施 策

や 事 業 の 実 施 に 即 し た 行 政 組 織 の 見 直 し を 行 い ま す 。  

 併 せ て ， 職 員 の 人 事 ， 給 与 及 び 職 制 等 の 見 直 し を 行 い ま す 。  
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【 事 業 】  

① 組 織 の 見 直 し  

・「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」で 位 置 付 け た 重 点 事 業 を 必 達 で き る

組 織 体 制 を 構 築 し ま す 。  

・ 経 営 的 視 点 を 持 っ た 組 織 と す る た め ， 部 局 単 位 で の マ ネ ジ

メ ン ト を 推 進 し ま す 。  

② 人 事 制 度 等 の 見 直 し  

・ 人 事 ， 給 与 及 び 職 制 等 の 見 直 し を 行 い ま す 。  

・ 人 事 評 価 の 結 果 を 適 正 に 反 映 さ せ ， こ れ ま で 以 上 に 職 員 の

給 与 や 処 遇 に メ リ ハ リ を 付 け て い く こ と で ， 組 織 の 活 性 化 を

図 り ま す 。  

○ 職 員 定 数 ・ 人 件 費 の 適 正 化 （ 再 掲 ）  

・ 事 業 の 外 部 化 等 に よ り ， 重 要 度 や 優 先 度 が 高 い 業 務 に 職 員

を 配 置 し ま す 。  

・ 行 政 職 給 料 表 (二 )適 用 職 員 （ 技 能 労 務 職 等 ） の 退 職 者 不 補

充 （ 任 期 付 き 職 員 は 除 く 。） を 継 続 し て 実 施 し ま す 。  

・ 職 員 手 当 の 見 直 し を 行 い ま す 。  
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施 策 Ｂ 「 公 共 施 設 等 の 最 適 化 」  

１  施 策 の 現 状 ・ 課 題  

 人 口 が 急 増 し た 昭 和 40 年 代 か ら 5 0 年 代 に か け て 整 備 さ れ た 公 共

施 設 が 今 後 一 斉 に 更 新 時 期 を 迎 え る こ と に な り ，経 過 年 数 30 年 以 上

の 施 設 が 約 62％ ， さ ら に 10 年 後 に は 76％ に 達 し ， 老 朽 化 等 へ の 適

切 か つ 計 画 的 な 対 応 が 求 め ら れ て い ま す 。  

 今 後 ， 少 子 高 齢 化 が 一 層 進 む こ と に よ り ， 各 地 域 に お け る 人 口 構

成 や 分 布 が 変 化 す る 中 で は ， 公 共 施 設 や サ ー ビ ス に 対 す る ニ ー ズ も

変 わ り ， そ の あ り 方 を 見 直 す 必 要 が あ り ま す 。  

 ま た ， 厳 し い 財 政 状 況 (見 通 し )の 中 ， 持 続 可 能 な 施 設 運 営 を 行 う

た め に は ， 効 率 的 な 配 置 や 運 用 に よ り 財 源 を 確 保 し て い く 必 要 が あ

り ま す 。  

 道 路 や 上 下 水 道 等 の イ ン フ ラ に つ い て も 昭 和 40 年 代 か ら 増 え 続

け て い て ， 昭 和 40 年 前 後 に 設 置 さ れ た 施 設 は ， 約 50 年 が 経 過 し て

更 新 時 期 を 迎 え て い る こ と か ら ， 今 後 は ， 長 寿 命 化 を は じ め と す る

計 画 的 な 維 持 管 理 を 主 体 と し た 取 組 が 必 要 と な っ て い ま す 。  

 

２  施 策 の 実 現 に よ っ て 目 指 す 市 の 姿  

 市 全 体 の 公 共 施 設 及 び イ ン フ ラ を 総 合 的 に 管 理 す る 体 制 が 整 え ら

れ ， 市 民 と の 情 報 共 有 が 図 ら れ て い ま す 。 ま た ， 長 期 的 視 点 に 立 っ

た 公 共 施 設 等 の 維 持 管 理 ， 更 新 ， 長 寿 命 化 及 び 適 正 配 置 等 が 計 画 的

に 進 め ら れ て お り ，公 共 施 設 等 の 安 全 性 確 保 と 市 民 サ ー ビ ス の 維 持 ，

将 来 に 向 け た 財 政 負 担 の 軽 減 ・ 平 準 化 が 図 ら れ て い ま す 。  

 

３  施 策 実 現 の た め の 取 組  

(1) 公 共 施 設 等 マ ネ ジ メ ン ト の 推 進  

 財 政 負 担 を 軽 減 ・ 平 準 化 し つ つ ， 安 全 な 公 共 施 設 が 最 適 な 場 所

に 計 画 的 に 配 置 さ れ る よ う ， 中 長 期 的 な 視 点 を 持 っ て ， 公 共 施 設

等 の 維 持 管 理 ， 更 新 ， 長 寿 命 化 及 び 適 正 配 置 を 計 画 的 に 実 施 し ま

す 。  

 公 共 施 設 の 適 正 配 置 に つ い て は ， 人 口 構 成 や 市 民 ニ ー ズ を 踏 ま

え な が ら ， 総 量 抑 制 を 視 野 に 入 れ ， 施 設 の 統 廃 合 や 機 能 の 変 更 ，

多 用 途 化 及 び 複 合 化 等 を 進 め ま す 。  

 ま た ， 官 民 の 役 割 分 担 を 再 検 討 し ， 各 事 業 に 最 も ふ さ わ し い 方

式 で 民 間 連 携 を 進 め ま す 。  

【 事 業 】  

① 公 共 施 設 等 の 計 画 的 な 保 全 と 効 率 的 な 維 持 管 理  

② 公 共 施 設 の 適 正 配 置 ・ 多 用 途 化 の 推 進  

③ 公 共 施 設 の 民 間 連 携 の 推 進  

※ 施 策 Ｂ 「 公 共 施 設 等 の 最 適 化 」 に 関 す る 事 業 の 詳 細 は ， 平 成

28 年 度 策 定 予 定 の「 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 」に 位 置 付 け ま す 。 
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Ⅴ  実施計画（アクションプラン）  

 「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」 に 位 置 付 け た 事 業 の 具 体 の 取 組 は ， 別

に 実 施 計 画（ ア ク シ ョ ン プ ラ ン )を 策 定 し ま す 。各 ア ク シ ョ ン プ ラ ン ご

と に 全 体 計 画 （ 平 成 28 年 度 か ら 32 年 度 ま で ） と ， 各 年 度 ご と の 計 画

を そ れ ぞ れ 策 定 し ま す 。  

 策 定 し た ア ク シ ョ ン プ ラ ン は ， 進 捗 状 況 を 含 め て ， ホ ー ム ペ ー ジ 等

で 公 表 し ま す 。  

 な お ，ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 取 組 に よ る 効 果 額 は ，平 成 27 年 度 当 初 予

算 額 を 基 準 と し て ， 当 該 年 度 の 事 業 費 を 比 較 し た 差 額 と し ま す 。  
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Ⅵ  財政見通し  

１  行 政 改 革 の 取 組 前  

 「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」の 計 画 期 間 と な る 平 成 28 年 度 か ら 平

成 32 年 度 ま で の 5 年 間 の 財 政 見 通 し を 作 成 し ま し た 。  

 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 の 将 来 人 口 推 計 に 基 づ く 試 算 で は ， 市 税

や 消 費 税 率 引 上 げ に 伴 う 増 収 効 果 等 に よ り ， 歳 入 は 微 増 傾 向 で 推 移

す る 見 通 し で す 。一 方 ，歳 出 で は ，人 件 費 は 減 少 傾 向 に あ る も の の ，

子 育 て 支 援 の 充 実 や 高 齢 化 の 進 展 等 に 伴 い 社 会 保 障 費 が 増 加 す る 見

通 し で す 。  

 ま た ， 投 資 的 経 費 は ， 過 去 の 実 績 に 基 づ く 歳 出 規 模 に 公 共 施 設 の

老 朽 化 対 策 を 加 え た 一 定 額 を 見 込 ん だ 結 果 ，5 年 間 で 2 6 億 円 の 財 源

不 足 額 が 生 じ る 見 込 み で す 。  

 

図 表 １ ０  財 政 見 通 し （ 行 政 改 革 の 取 組 前 ）  

【 歳 入 】       (単 位 :億 円 )  

区 分  H28 H29 H30 H31 H32 5ヵ 年 計  

市 税  641 647 642 648 654 3,232 

交 付 金 等  116 121 127 124 122 610 

国 ･県 支 出 金  252 261 269 275 281 1,338 

市 債  110 107 109 119 106 551 

そ の 他  93 94 93 93 94 467 

計  1,212 1,230 1,240 1,259 1,257 6,198 

【 歳 出 】       (単 位 :億 円 )  

区 分  H28 H29 H30 H31 H32 5ヵ 年 計  

人 件 費  220 215 207 201 203 1,046 

公 債 費  120 113 108 117 108 566 

社 会 保 障 費  421 448 465 477 489 2,300 

物 件 費  220 222 223 229 227 1,121 

補 助 費 等  55 55 55 55 55 275 

投 資 的 経 費  130 130 130 130 130 650 

そ の 他  53 55 53 52 53 266 

計  1,219 1,238 1,241 1,261 1,265 6,224 

       
収 支 差 引  △  7  △  8  △  1  △  2  △  8  △  26  

       
経 常 収 支 比 率  91.8%  90.3%  91.4%  90.6%  91.3%   

※ 財 政 見 通 し の 前 提 条 件  

・消 費 税 率 引 上 げ（ 8%⇒ 10%）の 影 響（ 社 会 保 障 費 の 充 実 を 含 む ）を

反 映  

・ 経 済 成 長 に 伴 う 影 響 は 不 透 明 な た め 非 考 慮  

・ 平 成 27 年 度 予 算 を 基 準 に 現 行 制 度 を 前 提 と し て ， 平 成 26 年 度 ま
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で の 決 算 額 ･伸 び 率 等 を 参 考 に 推 計  

【 歳 入 】  

・ 市 税 は ， 現 行 制 度 を 前 提 と し て 税 目 ご と に 推 計  

・ 交 付 金 等 は ， 平 成 27 年 度 の 収 入 見 込 み に 基 づ き 推 計  

・繰 入 金 は ，退 職 手 当 基 金 と 財 政 調 整 基 金（ 15 億 円 ）を 見 込 み 推 計  

・ 市 債 は ， 投 資 的 経 費 に 合 わ せ て 推 計  

【 歳 出 】  

・ 人 件 費 は ， 現 行 制 度 を 前 提 と し て 退 職 等 に よ る 職 員 数 の 推 移 を 見

込 み 推 計  

・ 社 会 保 障 費 は ， 決 算 額 や 伸 び 率 等 の 推 移 及 び 消 費 税 率 引 上 げ に 伴

う 社 会 保 障 の 充 実 分 を 見 込 み 推 計  

・ 公 債 費 は ， 市 債 の 新 規 発 行 額 に 基 づ く 償 還 見 込 み に 合 わ せ て 推 計  

・ 投 資 的 経 費 は ， 過 去 5 ヵ 年 の 平 均 規 模 に 公 共 施 設 の 保 全 分 を 見 込

み 推 計  
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図 表 １ １  財 政 指 標 の 見 通 し  

 市 債 の 活 用 に 当 た っ て ， 将 来 負 担 を 累 増 さ せ な い 範 囲 は ど れ く ら い

に な る の か 試 算 し ま し た 。そ の 結 果 ，債 務 に 関 す る 指 標 は ，「 柏 市 第 二

次 行 政 経 営 方 針 」の 計 画 期 間 は ，「 図 表 １ ３  健 全 財 政 確 保 の た め の 基

準 値 」 の 範 囲 内 で 推 移 す る 見 通 し で す 。 一 方 ， 毎 年 度 の 市 債 の 新 規 発

行 額 が 100 億 円 を 超 え る 場 合 ， 一 部 の 指 標 は 基 準 値 を 超 え て 推 移 す る

こ と が 見 込 ま れ ま す 。な お ，各 グ ラ フ は ，平 成 2 7 年 度 以 降 の 新 規 発 行

額 を 90～ 105 億 円 と し た 場 合 の 結 果 で す（ 平 成 25，26 年 度 は 実 績 値 ）。  

① 将 来 負 担 比 率  

 
② 実 質 公 債 費 比 率  

 
③ 市 債 残 高 比 率  

 

（％）  

（％）  

（％）  
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２  行 政 改 革 の 取 組 後  

 計 画 期 間 に お け る 26 億 円 の 財 源 不 足 額 を 解 消 す る た め ，取 組 の 目

安 と す る 財 政 見 通 し を 作 成 し ま し た 。  

 歳 入 で は ，企 業 誘 致 に よ る 増 収 効 果 を 見 込 む と と も に ，歳 出 で は ，

歳 出 削 減 に 向 け た 人 件 費 ， 扶 助 費 ， 繰 出 金 等 の 見 直 し 効 果 を 見 込 ん

だ 場 合 の 試 算 と し て い ま す 。  

 

図 表 １ ２  財 政 見 通 し （ 行 政 改 革 の 取 組 後 ）  

【 歳 入 】        (単 位 :億 円 )  

区 分  H2 8  H2 9  H3 0  H3 1  H3 2  5ヵ 年 計  備 考  

市 税  
64 1  64 7  64 2  64 9  65 5  3, 2 34  企 業 誘 致 の 取 組 効 果  

   1  1  2   

交 付 金 等  
11 6  12 1  12 7  12 4  12 2  61 0   

       

国 ･県 支 出 金  
25 2  26 1  26 9  27 5  28 1  1, 3 38   

       

市 債  
11 0  10 7  10 9  11 9  10 6  55 1   

       

そ の 他  
9 3  9 4  9 3  9 3  9 4  46 7   

       

計  1, 2 12  1, 2 30  1, 2 40  1, 2 60  1, 2 58  6, 2 00   

   1  1  2   

【 歳 出 】        (単 位 :億 円 )  

区 分  H2 8  H2 9  H3 0  H3 1  H3 2  5ヵ 年 計  備 考  

人 件 費  
22 0  21 4  20 6  19 9  20 1  1, 0 40  職 員 定 数 ･人 件 費 の 適 正  

 △  1  △  1  △  2  △  2  △  6  化  

公 債 費  
12 0  11 3  10 8  11 7  10 8  56 6   

       

社 会 保 障 費  
42 1  44 8  46 4  47 6  48 8  2, 2 97  単 独 扶 助 費 △ 5 %  

  △  1  △  1  △  1  △  3  ※ 単 独 扶 助 費 : 2 0億 円  

物 件 費  
22 0  22 2  22 2  22 8  22 6  1, 1 18  △ 0 . 5億 円 /年  

  △  1  △  1  △  1  △  3   

補 助 費 等  
5 5  5 5  5 4  5 4  5 4  27 2  経 常 的 補 助 金 △ 5 %  

  △  1  △  1  △  1  △  3  ※ 経 常 的 補 助 金 : 2 0億 円  

投 資 的 経 費  
13 0  13 0  13 0  13 0  13 0  65 0   

       

そ の 他  
5 2  5 4  5 1  5 0  5 0  25 7  繰 出 金 の 抑 制  

△  1  △  1  △  2  △  2  △  3  △  9   

計  
1, 2 18  1, 2 36  1, 2 35  1, 2 54  1, 2 57  6, 2 00   

△  1  △  2  △  6  △  7  △  8  △  24   

        
収 支 差 引  △  6  △  6  5  6  1  0   

        経 常 収 支 比 率  9 1 . 8 %  9 0 . 1 %  9 0 . 9 %  8 9 . 9 %  9 0 . 5 %    
※ 網 掛 部 分 の 数 値 は ，「 図 表 １ ０  財 政 見 通 し （ 行 政 改 革 の 取 組 前 ）」 と

の 差 額 （ 効 果 額 ） で す 。  

※ 平 成 28，29 年 度 の 収 支 差 引 に マ イ ナ ス が あ り ま す が ，実 際 の 予 算 編 成

に お い て は ， 事 業 の 調 整 ， 財 政 調 整 基 金 の 活 用 な ど で 収 支 の 均 衡 を 保 ち
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ま す 。  

※ 財 政 見 通 し の 前 提 条 件  

【 歳 入 】  

・ 税 収 確 保 の 取 組 効 果 を 反 映  

【 歳 出 】  

・ 人 件 費 は ， 人 件 費 削 減 の 取 組 効 果 を 反 映  

・ 扶 助 費 及 び 補 助 費 等 は ， 市 単 独 分 ま た は 経 常 的 支 出 削 減 の 取 組 効

果 を 反 映  

・ そ の 他 ， 物 件 費 や 他 会 計 繰 出 金 の 抑 制 に 向 け た 取 組 効 果 を 反 映  
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Ⅶ  健全財政確保のための基準値  

 「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」 の 目 標 で あ る 「 持 続 可 能 な 行 政 経 営 の

確 立 ・ 運 用 」 の 達 成 度 を 評 価 し ， 健 全 財 政 を 確 保 す る た め ， 財 政 指 標

に 基 準 値 を 設 定 し ま す 。  

 基 準 値 を 設 定 す る 財 政 指 標 は ， 経 常 収 支 比 率 ， 将 来 負 担 比 率 ， 実 質

公 債 費 比 率 及 び 市 債 残 高 比 率 の 4 指 標 と し ，平 成 32 年 度 ま で の 5 年 間 ，

「 図 表 １ ３  健 全 財 政 確 保 の た め の 基 準 値 」 に 位 置 付 け た 基 準 値 以 下

と な る よ う 行 財 政 運 営 を 行 い ま す 。  

 

図 表 １ ３  健 全 財 政 確 保 の た め の 基 準 値  

指 標 名  指 標 の 説 明  基 準 値  
直 近 の 値  

(平 成 26年 度 )  

経 常 収 支 比 率  

市 税 な ど の 経 常 的 な 一 般 財

源 の う ち ， 人 件 費 ，扶 助 費 ，

公 債 費 な ど の 経 常 的 な 経 費

に 充 当 し た 割 合 を 示 す 。 財

政 の 弾 力 性 （ 硬 直 化 ） を 示

す 。  

※ 臨 時 財 政 対 策 債 は 発 行 可 能 額

で 算 定 す る 。  

９ １ ％ 以 下  ９ ０ ． ６ ％  

将 来 負 担 比 率  

一 般 会 計 等 が 将 来 負 担 す べ

き 実 質 的 な 債 務 （ 市 債 残 高

や 債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 支

出 予 定 額 等 ） が 標 準 的 な 収

入 規 模 に 対 し ど れ く ら い あ

る か を 示 す 。  

※ 将 来 負 担 額（ 分 子 ）に 対 す る 充

当 可 能 財 源 が 多 い 場 合 は ，指 数 は

０ 以 下 「 － 」 に な る 。  

２ ０ ％ 以 下  １ ６ ． ７ ％  

実 質 公 債 費 比 率  

一 般 会 計 等 が 負 担 す る 元 利

償 還 金 及 び 準 元 利 償 還 金 が

標 準 的 な 収 入 規 模 に 対 し ど

れ く ら い あ る か を 示 す 。  

※ 元 利 償 還 金 等（ 分 子 ）に 対 す る

充 当 可 能 財 源 が 多 い 場 合 は ，指 数

は ０ 以 下 「 － 」 に な る 。  

 ５ ％ 以 下   ５ ． ９ ％  

市 債 残 高 比 率  

普 通 会 計 の 市 債 残 高 （ 市 債

残 高 － 財 政 調 整 基 金 ） が 標

準 的 な 収 入 規 模 に 対 し ど れ

く ら い あ る か を 示 す 。  

１ ２ ０ ％ 以 下  １ １ ７ ． ８ ％  
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【 指 標 の 算 定 式 】  

 基 準 値 を 設 定 す る 財 政 指 標 の 平 成 26 年 度 決 算 に 基 づ く 算 定 内 容 は 次

の と お り で す 。  

 

○ 経 常 収 支 比 率  

 

経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 等  
＝  

 6 8 ,7 3 9, 7 15   

経 常 一 般 財 源 等   7 5 ,8 6 3, 5 40   

 

 

○ 将 来 負 担 比 率  

 

将 来 負 担 額 （ 市 債 残 高 等 ）  

＝  

 1 5 7, 9 67 , 50 0   

－ 充 当 可 能 財 源 (基 金 ,都 市 計 画 税 等 )   - 1 47 , 16 6 , 5 7 5   

標 準 財 政 規 模   7 3 ,4 5 9, 5 82   

－ 元 利 償 還 等 に 係 る 交 付 税 算 入 見 込 額   - 8 ,8 9 6, 3 84   

 

 

○ 実 質 公 債 費 比 率 （ 平 成 26 年 度 単 年 度 ）  

 

元 利 償 還 金 ＋ 準 元 利 償 還 金 － 充 当 可 能 財 源  

＝  

 1 2 ,0 6 1, 0 23 + 1, 58 4 , 40 1   

 (元 利 償 還 等 に 係 る 交 付 税 算 入 見 込 額 )   - 1 1, 5 16 , 00 7   

標 準 財 政 規 模   7 3 ,4 5 9, 5 82   

－ 元 利 償 還 等 に 係 る 交 付 税 算 入 見 込 額   - 8 ,8 9 6, 3 84   

 

 

○ 市 債 残 高 比 率  

  

市 債 残 高 （ 普 通 会 計 ） － 財 政 調 整 基 金  
＝  

 9 9 ,7 1 8, 4 78 - 1 3 ,2 0 4 ,5 4 9  

標 準 財 政 規 模   7 3 ,4 5 9, 5 82   

 

 

（ 千 円 ）  

（ 千 円 ）  

（ 千 円 ）  

（ 千 円 ）  
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Ⅷ  実施体制  

 「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」 及 び ア ク シ ョ ン プ ラ ン を 確 実 に 実 施 し

成 果 を 上 げ る た め ， 次 の 体 制 で 進 行 管 理 を 行 い ま す 。  

 毎 年 度 ， 各 ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 所 管 部 署 に よ る 自 己 評 価 を 行 う と と

も に ， 副 市 長 及 び 各 部 局 長 に よ る 内 部 評 価 を 実 施 し ま す 。  

 な お ，「 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 」及 び ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 進 行 管 理

は 企 画 部 が 行 い ま す 。  

 

図 表 １ ４  計 画 の 実 施 体 制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 行 政 改 革 推 進 委 員 会 … 柏 市 附 属 機 関 設 置 条 例 に 基 づ き 設 置 さ れ た

附 属 機 関 。 行 政 改 革 の 課 題 及 び 推 進 状 況 に 関 す る 調 査 及 び 審 議 等 を

担 う 。  

 

＜ 進 行 管 理 ＞  

① 【 企 画 部 】 各 部 局 に 対 し て ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 策 定 を 指 示  

② 【 各 部 局 】 ア ク シ ョ ン プ ラ ン を 策 定 し ， 企 画 部 に 報 告  

③ 【 各 部 局 】 ア ク シ ョ ン プ ラ ン を 実 行  

④ 【 各 部 局 】 上 半 期 終 了 後 及 び 年 度 末 に ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 取 組 を  

      自 己 評 価 し ， 企 画 部 に 報 告  

⑤ 【 企 画 部 】 副 市 長 及 び 各 部 局 長 は ， ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 内 部 評 価  

      を 実 施  

⑥ 【 企 画 部 】 内 部 評 価 の 結 果 等 を 踏 ま え ， ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 見 直  

      し を 各 部 局 に 指 示  

⑦ 【 各 部 局 】 ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 見 直 し  

⑧ 【 企 画 部 】「 行 政 改 革 推 進 委 員 会 」 に 報 告 （ 設 置 し て い る 場 合 ）  

⑨ 【 企 画 部 】 ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 取 組 結 果 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表

行

政

改

革

推

進

委

員

会 

企 画 部   ①策定指示 

②策定報告 

各 部 局  

 

⑨

公

表  

市 民  

意

見  

 ⑥見直し指示 

⑧報告 

   意見 

④実施報告 

副市長・  

各部局長  
⑤内部評価 

 

計画  
②計画策定 

実行  
③計画実行 

見直し  
⑦計画見直し 

 

評価  
④自己評価 



 

 24 

附属資料  
資 料 １  柏 市 行 政 改 革 推 進 委 員 会 の 審 議 経 過  

年 月 日  回  議 題 等  

平 成 2 6年 1 0月 2 7日  第 １ 回  

・ こ れ ま で の 行 政 改 革 の 取 組 み に つ い て  

・ 柏 市 の 将 来 人 口 に つ い て  

・ 財 政 状 況 に つ い て  

・ 公 共 施 設 の 老 朽 化 対 策 に つ い て  

平 成 2 6年 1 2月 2 4日  第 ２ 回  

・ ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 取 組 み に つ い て  

・ 公 共 建 築 物 の 保 全 方 針 に つ い て  

・講 話「 公 共 施 設 の 再 編 と 保 全 」（ 上 野  武 委 員 ） 

平 成 2 7年  2月 2 6日  第 ３ 回  

・ 主 な 公 共 施 設 の 現 状 に つ い て  

 (1) 小 中 学 校    (2) ス ポ ー ツ 施 設  

 (3) 近 隣 セ ン タ ー  (4) 保 育 園  

 (5) 市 営 住 宅    (6) 消 防 施 設  

平 成 2 7年  5月  1日  第 ４ 回  
・ 主 な 公 共 施 設 の 現 状 に つ い て  

・ 歳 入 増 加 に 向 け た 取 組 み に つ い て  

平 成 2 7年  7月  2日  第 ５ 回  
・ 主 な 公 共 施 設 の 現 状 に つ い て  

・ 歳 入 増 加 に 向 け た 取 組 み に つ い て  

平 成 2 7年  8月 2 8日  第 ６ 回  

・ 歳 入 増 加 に 向 け た 取 組 み に つ い て  

・ 平 成 ２ ６ 年 度 決 算 の 概 要  

・ 財 政 推 計  

・ 財 政 指 標 の 目 標 値  

平 成 2 7年 1 0月  6日  第 ７ 回  

・ こ れ ま で の 審 議 内 容 に つ い て  

・ 歳 出 抑 制 の 取 組 み に つ い て  

・ 主 な 公 共 施 設 の 現 状 に つ い て  

平 成 2 7年 1 0月 3 0日  第 ８ 回  

・ 歳 出 抑 制 の 取 組 み に つ い て  

・ 職 員 の 能 力 向 上 に つ い て  

・ 組 織 体 制 の 最 適 化 に つ い て  

・ ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 取 組 み に つ い て  

平 成 2 7年 1 1月 2 0日  第 ９ 回  

・ Ｉ Ｃ Ｔ 活 用 に よ る 効 率 化 ・ サ ー ビ ス 向 上 に  

 つ い て  

・ 民 間 活 力 の 導 入 に つ い て  

・ マ ネ ジ メ ン ト の 活 用 に つ い て  

・ 第 五 次 総 合 計 画 （ 案 ） の 概 要 に つ い て  

平 成 2 7年 1 2月 2 4日  第 １ ０ 回  ・ 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 の 中 間 案 に つ い て  

平 成 2 8年  1月 1 5日  

   ～  2月  5日  
パ ブ リ ッ ク

コ メ ン ト  
・ 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 （ 中 間 案 ） へ の 意 見  

 募 集  

平 成 2 8年  2月 1 9日  第 １ １ 回  ・ 柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針 （ 答 申 案 ） に つ い て  
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資 料 ２  柏 市 行 政 改 革 推 進 委 員 会 規 則  

 

(趣 旨 ) 

第 １ 条  こ の 規 則 は ， 柏 市 附 属 機 関 設 置 条 例 (平 成 8年 柏 市 条 例 第 6号 )に 基  

 づ き 設 置 さ れ た 柏 市 行 政 改 革 推 進 委 員 会 (以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 )の 組  

 織 ， 運 営 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(委 員 ) 

第 ２ 条  委 員 は ， 学 識 経 験 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者 の う ち か ら 市 長  

 が 委 嘱 す る 。  

(会 長 及 び 副 会 長 )  

第 ３ 条  委 員 会 に ，会 長 及 び 副 会 長 各 1人 を 置 き ，委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。 

２  会 長 は ， 会 務 を 総 理 し ， 委 員 会 を 代 表 す る 。  

３  副 会 長 は ， 会 長 を 補 佐 し ， 会 長 に 事 故 あ る と き は ， そ の 職 務 を 代 理  

 す る 。  

(会 議 ) 

第 ４ 条  委 員 会 の 会 議 は ， 必 要 に 応 じ て 会 長 が 招 集 し ， そ の 議 長 と な る 。  

２  会 議 は ， 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば ， 開 く こ と が で き な い 。  

３  会 議 の 議 事 は ，出 席 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し ，可 否 同 数 の と き は ，  

 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

(関 係 人 の 出 席 等 )  

第 ５ 条  委 員 会 は ， 必 要 に 応 じ て 委 員 以 外 の 関 係 者 に 対 し ， 出 席 を 求 め て  

 そ の 意 見 を 聴 く こ と 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

(会 議 の 運 営 等 ) 

第 ６ 条  こ の 規 則 で 定 め る も の 及 び 次 条 の 規 定 に よ り 市 長 が 別 に 定 め る も  

 の を 除 く ほ か ， 委 員 会 の 議 事 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 会 長 が 委 員  

 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

(補 則 ) 

第 ７ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は ， 平 成 17年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  
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資 料 ３  柏 市 行 政 改 革 推 進 委 員 会 委 員 名 簿  

 （ 平 成 28年 3月 末 現 在  敬 称 略 ）  

氏 名  所 属 ・ 役 職 等  備 考  

髙 野  和 基  
二 松 學 舍 大 学  副 学 長  

国 際 政 治 経 済 学 部  教 授  
会 長  

上 野   武  千 葉 大 学  工 学 部  教 授   

溝 口  哲 郎  麗 澤 大 学  経 済 学 部  准 教 授   

岡 田  尚 子  岡 田 尚 子 税 理 士 事 務 所  税 理 士   

伏 野  龍 弥  柏 商 工 会 議 所  専 務 理 事  副 会 長  

薦 岡  利 宏  千 葉 銀 行 柏 支 店  支 店 長   

竹 之 内  明  公 募 委 員   

村 越  正 敏  公 募 委 員   
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資 料 ４  諮 問 書 及 び 答 申 書  

 ○ 諮 問 書  
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 ○ 答 申 書  

 
 

平成２８年２月 １９日

柏市長 秋 山 浩 保 様

柏市行政 改革推進委員 会

会長 髙 野 和 基

柏市第 二次行政 経営方針について （答申）

平 成 ２ ６年 １ ０ 月 ２ ７ 日 付 け 柏 企 行第 ７ ０ 号 で 諮 問 を 受け ま

し た 標 記 の 件に つ い て ， 行 政 改 革 推進 委 員 会 に お い て 審 議 した

結 果 ， 別 添 「柏 市 第 二 次 行 政 経 営 方 針（ 案 ） 」 の とお り 答 申 し

ます。

な お ， 本 委 員 会 の付 帯 意 見 と し て ， 次 の 内 容 を 提 起し ま す の

で ， 柏 市 に おい て 十 分 検 討 し ， 行 政改 革 を 推 進 す る こ と を 要望

します。

１ 「実施計画 （アクション プラン） 」につい て

「柏市第 二次行政経営 方針」の計画体 系に位置付け た各事業

について は，必ず，実 施計画（アクシ ョンプラン） を策定する

こと。策 定に当たって は，柏市行政 改革推進委員 会での議論を

踏まえつ つ，実施時期 を明確にする など，確実に取 組みを実施

すること 。

２ 「行政評 価の実施」に ついて

事務事業 評価及び施策評価 の実施に当た り，市の職員に よる

内部評価 だけでなく， 市民を加えた外 部評価を実施 することを

検討され たい。

以上
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